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令和２年度長崎市地域包括ケア推進協議会 第１回全体会 議事録 

 

１ 日 時  令和 2 年 10 月 23 日（金） 19：00 ～ 20：30 

 

２ 場 所  ホテルセントヒル長崎 2F 妙見の間 

 

３ 議 題 

 （1）委員交代に伴う会長の選任について 

 （2）地域包括ケアシステム構築に向けた取組について 

   ①長崎県地域包括ケアシステム評価シート 

   ②ロードマップの進捗状況 

 （3）第 8 期介護保険事業計画の策定について 

 （4）その他（今後のスケジュール等について） 

 

４ 配付資料 

 （1）事前配付資料 

  ①会議次第 

  ②第１回全体会 会議資料一覧 

  ③地域包括ケア推進協議会 委員名簿（令和 2 年 10 月 13 日時点） 

  ④資料 1 … パワーポイント資料 

  ⑤資料 2 … 長崎県地域包括ケアシステム評価シート 

  ⑥資料 3 … 令和元年度 長崎市判断基準入りワークシート 

  ⑦資料 4 … 長崎県における地域包括ケアシステム構築指標に関する定量データ 

  ⑧資料 5 … 長崎市地域包括ケアシステム構築ロードマップ 

 

 （2）当日配付資料 

  ①座席表 

  ②当日配付資料（パワーポイント資料） 

  ③CONNECT ～つなぐ～ 長崎市相談窓口紹介パンフレット 

  ④長崎市介護予防ケアパス 

  ※本会議が初めての協議会出席となる委員については、下記の２種類の資料も配付。 

   ・元気なうちから手帳 

   ・認知症ケアパス 
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５ 委員及び事務局の発言内容等 

 

―議事開始― 

 

【事務局】 

○事務局による、開会のあいさつ。 

○委員紹介 … 委員 28 名中、3 名欠席 

⇒ 欠席委員のみ紹介し、他の委員の紹介は名簿及び座席表にて代える 

○令和２年度中に新たに就任した委員の紹介（A 委員、U 委員、S 委員、N 委員） 

○オブザーバー（１名）、傍聴者（２名）の紹介 

○事務局、関係課紹介 ⇒ 座席表にて紹介に代える 

○福祉部長あいさつ 

○資料確認 

 

議題（1） 委員交代に伴う会長の選任について 

 

○委員の互選により、U 委員が会長に選出される。会長席に移動後、会長からの挨拶。続け

て副会長からの挨拶。 

 

以降、会長による議事進行。 

 

議題（2）-① 長崎県地域包括ケアシステム評価シート 

 

【事務局】 

○資料１を用いて、地域包括ケアシステム評価シートの概要を説明。（２ページ上段～５ペ

ージ上段） 

○資料 3 を用いて、県によるヒアリング後の長崎市の自己評価を紹介。全 78 項目のうち、

12 項目をピックアップして説明。同時に当日配付資料を用いて、説明した評価の視点に対

応する具体的な取組み内容を紹介。 

説明を行った項目は、以下の通り。 

 

Ａ 医療 

①№16 「在宅医療、終末期医療、自宅・特別養護老人ホーム等での看取り等に関する住民

への情報提供（ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）、エンディングﾉｰﾄ等）や理解促

進の取組があるとともに、住民が気軽に相談ができる窓口等がある。」 

⇒当日配付資料の２ページ上段に対応 
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Ｂ 介護 

①№22 「保険者や介護サービス事業者等が介護予防・重度化予防の視点、目標を共有し、

排泄の自立、服薬の確認、適切な食事（栄養）摂取などについて、様々な関係者が連携して

在宅生活の継続に向けた取組や働きかけを行っている。」 

⇒当日配付資料の２ページ下段に対応。 

 

Ｃ 保健・予防 

①№27 「ケアプランを作成する際に、介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサ

ービスをプランに位置づけている。」 

⇒当日配付資料の３ページ下段に対応 

 

②№30 「生活習慣病予防、疾病予防、健診、介護予防、重度化予防などの一次予防、二次

予防、三次予防を効果的に行うため、各種データ分析等により、関係部署が連携して地域の

健康課題の把握・分析を行っている。」 

 

Ｄ 住まい・住まい方 

①№36 「サービス付き高齢者向け住宅において、医療機関や介護事業所等との連携により、

適切な医療・介護のケアが受けられる体制が取られているか把握できている。」 

⇒当日配付資料の４ページ上段に対応。 

 

Ｅ 生活支援・見守り等 

①№39 「見守り、外出支援、買い物・掃除等の家事支援、日常のちょっとした困りごと支

援などを行う事業主体（地域資源）が把握され、そうした地域資源が住民、関係者に周知さ

れている。」 

 

②№40 「地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人、民間企業、ボランティア、社会福祉法人等）

が参画する生活支援に関する体制整備が進むとともに、生活支援コーディネーター等が地

域の様々な資源を把握したり、住民の声（ニーズ）を聞くような活動（出前講座、勉強会等）

を行っている。」 

⇒当日配付資料の４ページ下段～５ページ上段に対応。 

 

Ｆ 専門職・関係機関のネットワーク 

①№54 「多職種ネットワークの活動等を通して、情報連携のための共通シート（連携パス、

共通様式等）が活用されている。」 
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Ｇ 住民参画（自助・互助） 

①№58 「災害時を想定し、高齢者や障害者等の要支援者一人ひとりに対する避難支援者、

避難方法等について、避難行動要支援者に係る個別計画が作成されている。」 

 

Ｈ 行政の関与・連携 

①№67 「市町は、自立支援に資するケアマネジメントの視点（自立支援型ケアプラン）に

ついて、地域包括支援センターや介護支援専門員等に普及する取組を行っている。」 

⇒当日配付資料の２ページ下段に対応。 

 

②№76 「福祉ニーズの多様化・複雑化などに対応するため、高齢者・障害者・児童等の支

援を単独の機関のみで対応するのではなく、包括的な相談支援体制（ワンストップ型等）や

他分野との連携強化による総合的な支援の提供体制について検討がなされている。」 

⇒当日配付資料の５ページ下段～６ページ上段に対応。 

 

③№77 「認知地域支援推進員や認知症初期集中支援チームが設置され、早期診断、早期対

応に向けた体制づくりが整えられている。」 

⇒当日配付資料の６ページ下段～７ページ上段に対応。 

 

【会長】 

事務局から説明があった長崎県地域包括ケア評価シートについて、長崎市のヒアリング

に参加された副会長、及び F 委員の方から、この評価シートの意味や、ヒアリングに参加し

ての感想や補足も含めてお伺いしたい。まず副会長から何かあるか。 

 

【副会長】 

県の各市町へのヒアリングに毎年参加しており、長崎市のヒアリングにも参加させてい

ただいた。 

長崎県内の市町を回って認識したこととして、長崎市以外のほとんどの市町の最大の課

題は「資源がない」ことであった。長崎市は逆で、資源はあるが、それを組み合わせていく

ことが複雑で、そこに苦労しているのではないかということを感じ、実際そのように申し上

げたところ。 

長崎市は圏域が多数あり、例年はどの圏域もそれほど変わらない平均的な評価であった

が、今年は圏域ごとの詳細なデータが出ており、それに対して長崎市がどう関わっていくか

ということが見え始めてきたような感想を持った。 

地域包括支援センターが直営の市町は、一体的に課題を共有できている傾向にある。長崎

市の場合は委託になるため、課題を市と地域包括支援センターを運営する委託先で共有で

きていないのではないかと感じていたところであったが、当日配付資料にて様々な活動内
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容が示されており、このような活動が浸透して、課題を市と地域包括支援センターで共有で

きてきたのではないかと感じたというのが感想。 

今年から、F 委員も一緒に参加いただいているが、感想等はあるか。 

 

【F 委員】 

今年初めて、このヒアリングの場にオブザーバーという形で参加させていただいた。 

感想としては三点。まず一点目が、評価の項目数が 78 個と膨大であること。これだけ多

数の項目を個々に詳細に評価して答えることはできないと思う。おそらく今の時点では、こ

の評価は各市町における「体制づくり」ができているのかということの評価に留まっている

のではないかと感じる。例えば体制ができていても、実際の利用率はどの程度か、例えば本

来それを供与すべき人が 100 人いるのにも関わらず 3 人ぐらいしか利用してないのであれ

ば、体制ができていたとしても問題だと思われるが、そういった所まで、78 項目を詳細に

評価するのは難しいのではないかと感じた。 

従って、全てを均等に評価するのではなく、地域ごとに強み、弱みがあるので、そこに優

先順位をつけて取組みを実施し、その部分を評価する方がもう少し効率的で、住民に寄与で

きるのではないかと感じた。 

二点目として、例えばサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの施設は充足

しているが、金銭面で問題があり入れない人たちがどうなっているのか、そういった部分の

評価が必要ではないかということ。 

三点目として、マンパワーの部分。介護職は、一般的に給与の問題などで離職者が多く、

人材不足の状況にあるが、そういった問題は地域で解決することが難しいので、どのように

評価し解決策に導いていくかというようなことも大切なのではないかと感じた。 

 

【会長】 

他の委員から、この議題について意見等はないか。 

 

【T 委員】 

この評価が妥当なのかどうかということを毎年問題だと感じていたところ。その中で F

委員が言われた、現状では「体制づくり」についての評価ではないかという印象だったとい

うところは、なるほどと思った。 

そうであれば、現状は表面や形を評価しているだけであるが、結果としてそれが住民にと

って効果的であったかどうかという視点が大事なのであれば、次の段階では必ずその視点

を含めた評価が必要だろうと思われるが、長崎市とのヒアリングの中で、県としては何を見

ているのかという点を知りたい。 

県はあくまで体制を見ていたのか。中身まで見るのであれば、どのようなヒアリングを行

ったのか。そのヒアリングの結果として県と市に評価の考え方に相違があって、例えば市は
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「○」と付けていたが、県が見ると実は「△」であったとか、ヒアリングで評価が変わった

ところがあったのかもお尋ねしたい。 

 

【F 委員】 

確かにヒアリングの中で、「長崎市のここは『○』になっているが、本当に『○』なのか。」

というやり取りがあったものと記憶している。 

 

【事務局】 

今年 8 月に、自己評価に対する県のヒアリングを受けさせていただいたところ。その中

で項目ごとに確認し回答していく中で、長崎市は「○」と判断しているが、県の方としては

疑義があるとして、やり取りを行ったものもある。 

例えば№40 の生活支援コーディネーターの話については、本市は生活支援コーディネー

ターを専任では配置していない中で、県としては配置した方が良いというご指摘をいただ

いたというものがあったが、本市としては、専任でなくても地域を支えるためのコーディネ

ートの役割を担う資源があれば良いのではないか。そういう意味で、今はその役割というの

は地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員、あるいは市のまちづくり支援員がその

役割を担っているから、「○」と判断したというやり取りを行った。 

そのような形で、ヒアリングを通じて項目ごとの評価を一つ一つ、県とやり取りしながら

確認している状況である。 

 

【T 委員】 

話を聞く限りでは、あくまで形が整っているかどうかを見ているだけだと感じるので、そ

の点を県の方に提案すべきだと考える。 

8 分野の点数もほとんどが 4 点になってきているということで、分野ごとの体制が整った

上で、結果として住民に満足したのかどうか、住民に適切なサービスが提供できたのか等、

そういったもう一歩踏み込んだ評価基準を作るべき、ということを県に提案すべきではな

いか。 

 

【副会長】 

T 委員の発言にあったような意見は毎年出てきているところ。この評価はあくまで構築

の基準ということで、現状では枠組みや仕組みを評価するための指標として作られている

のは間違いない。次はこの評価をした体制で、どれだけ成果が上がったかということが求め

られるということは、私も県に申し上げており、それを作る構想に動いているのではないか

と考えている。 

この評価については、確かに「もう体制ができているからいいのではないか。」という異

議があったため、今年度は、何件こういう活動したか、というような実数を考慮した形で見
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直した指標が示され、それに沿って評価しているという現状。 

住民の満足度については、最大の課題と考えている。これをどうやっていくかというのは、

長崎市でもこれを考えていくというのも一つの方向性だと考えており、これからも考えて

いただきたいと思っている。 

 

【会長】 

県の構築支援部会のある委員である C 委員から何か意見等はないか。 

 

【C 委員】 

来週開催予定の県の構築支援部会において、県内の全市町の評価について、承認を得る手

順となっている。 

評価基準については、県の構築支援部会でも様々な御意見をいただきながら、少しずつ長

崎版として作り変えている。その中で今年度は、各県下の市町を見ると、評価基準のレベル

が上がっているところがある一方で、現状と同じところもあり、市町によって「○」や「◎」

の基準が厳しくなっているところも見受けられる。 

また、昨年度の県の構築支援部会で、やはり住民の評価や、協力機関の評価はどうなって

いるのかというところが議論となったことを受け、今年度はなるべく協力する関係機関と

一緒に協議して評価してほしい旨を伝えており、ヒアリングの中でもそういった協議を経

た結果だという認識でヒアリングさせていただいている。 

長崎市が「◎」の評価をしている項目は、それを踏まえた中で評価しているものと理解し

ているし、評価が低い項目については、そういった連携が不足しているものと考える。 

この後の議題にもあるが、第 8 期の介護保険事業計画の策定のために実施するニーズ調

査において、各市町でアンケート調査をする際に、アンケート項目に「地域包括ケアシステ

ムをご存知ですか。」、あるいは「地域包括ケアシステムの内容を知っていますか。」という

項目と、それから「実際に進んでいますか。」というようなアンケート項目を、構築部会の

意向として県の方から入れさせていただいており、その結果を今後県の方で集約していっ

て検討するという流れになっていると思うので、評価の結果をフィードバックしていくよ

うな体制ではあると考えている。 

 

【会長】 

各委員からの意見があったように、形だけの評価に囚われていないかという面もあろう

かとは思うが、まずは形を作った上で肉付けをしていくことも方法として必要だと考える。

そういったところも同時に考えてもらいながらやっていただきたいと考える。 
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議題（2）-② ロードマップの進捗状況 

 

【事務局】 

○資料 5 を用いて、現時点での長崎市の地域包括ケアシステム構築ロードマップについて

説明。 

 

【会長】 

 各委員から、説明のあったロードマップについて質問、意見等ないか。 

 ⇒意見なしのため、次の議題に移る。 

 

 

議題（3） 第８期介護保険事業計画の策定について 

 

【事務局】 

○資料 1 を用いて、国の第 8 期介護保険事業計画の基本指針、及び長崎市の方針について

説明。（5 ページ下段～7 ページ上段） 

 

【会長】 

只今の議題について、委員から意見等はないか。 

 

【I 委員】 

地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたっては、高齢者のみならず、高齢者以外の介

護を必要とする人たちも視野に入れておかないといけないものと認識している。その結果、

共生社会が生まれてくるということだと考えている。 

この議題の第８期の介護保険事業計画の策定における長崎市の方針というのが、高齢者

の施策に偏った文章になっている。また、資料にあるように、第 7 期の介護保険事業計画の

中に「長崎版地域包括ケアシステムの深化・推進」が組み込まれている。 

現実には、もともと障害を持たれている方が高齢化してきており、自分で生活できていた

そのような人が生活できない、あるいはその直前の状態になっているというケースも多々

見受けられる。このような人たちが、地域包括ケアシステムの中で支援されずこぼれ落ちて

いくのではないかということを危惧している。 

そのような現場の状況もあるので、地域包括ケアシステムが「高齢者の」施策であるよう

な印象を与える表現となっているのが気になったところ。 

 

【事務局】 

今回の議題は介護保険事業計画に関することであり、対象者の大半が 65 歳以上なので、
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対象を高齢者に絞るのは致し方ないものと考える。 

一方で、地域包括ケアシステム自体は、高齢者だけでなく、障害を持っている方や、難病

を持っている方、あるいは子育て世代の方など、地域で暮らす弱者の方を、医療・介護・介

護予防・生活支援・住まいを一体的に提供して支えていこうという制度であり、I 委員の発

言のような全世代型の地域包括ケアシステムにしていくべきと考えており、福祉部の立場

としてもそのように進めていきたいと考えている。 

 

【I 委員】 

今後「長崎版地域包括ケアシステム」について記載する際は、そのように全世代型のもの

を目指す旨を明記した方が長崎らしさも出ると思う。現在、この地域包括ケアシステムの関

係者は、どうしても対象が高齢者であるという意識になってしまっているので、ぜひそのよ

うに提案したい。 

 

【会長】 

他にご意見はないか。 

 

【T 委員】 

第 7 期の介護保険事業計画の基本方針は、先ほど示された資料 5 のロードマップの推進

方策の中に全て網羅されているのかという点と、仮に全て網羅されているとして、第 8 期

の介護保険事業計画策定にあたってこの方針が変更、追加された場合には、ロードマップ中

の推進方策がさらに変更、追加されるなどの方針があるのかという点をお尋ねしたい。 

 

【事務局】 

 資料 1 の 6 ページ下段に記載した第 7 期の重点事項は、資料 5 のロードマップ中に一応

網羅されているものと考えている。 

 また、第 8 期の介護保険事業計画を策定する中で、社会福祉審議会などでの意見を経て

変更等が生じた場合は、このロードマップについても随時修正が必要になってくるものと

考えている。 

 

【会長】 

以上、いただいたご意見等を踏まえ、長崎市の第 8 期介護保険事業計画を策定する中で、

地域包括システムの構築につきましてもご議論いただきたい。 
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議題（4） その他（今後のスケジュール等について） 

 

【事務局】 

○当日配付資料を用いて、令和 2 年度の今後スケジュール案について説明。（7 ページ下段） 

○スケジュール説明後、事務局から医療・介護の情報共有システム化のワーキンググループ

の設置について提案。以下、ワーキンググループ設置についての議事。 

 

【事務局】 

 医療・介護を含めた多職種の連携が求められる中で、新型コロナ禍という状況でもあるこ

とから、ICT（情報通信技術）を使って、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャ

ー間の連携を進めていく必要があると考えている。 

 方法としては、長崎県で進めているあじさいネットを用いることも考えられると思うが、

様々な方法を検討するため、医師会や地域包括支援センター、介護支援専門員連絡協議会に

加え、あじさいネット事務局役員の T 委員にも入っていただき、医療・介護情報のシステ

ム化について協議するワーキンググループを設置してはどうかと考えているが、T 委員は

どう考えられるか。 

 

【T 委員】 

良いと考える。あじさいネットに加入する会員数も徐々に増えてきている。テレビ会議シ

ステムを持っており、情報が暗号化された中で情報共有できるだけのセキュリティの状況

もあることから、実施は十分に可能。 

ただし、あじさいネットは入会していない施設等は使用できず、入会には費用が掛かるこ

とから、入会していない施設等についてはその部分を支援していただければ、その問題は解

決できるのではないかと思う。 

 

【事務局】 

あじさいネットだけでなく、簡単な SNS でやり取りできる別システムを用いる方法も考

えられるので、様々な意見を踏まえて協議させていただきたい。 

 

【T 委員】 

あじさいネットは Zoom のライセンスを購入しているので、情報共有だけで良ければや

り取りは Zoom 内でも可能だと考える。他にも方法はあると思われる。 

 

【事務局】 

そのような点も含めて、協議する場を設けさせていただきたい。 
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【会長】 

事務局から提案がなされたので、T 委員も協議の場に入り、ご検討をいただきたい。 

 他に意見等はないか。 ⇒ 意見なし。 

 

【会長】 

○会長が議事内容の総括を行った後、進行を事務局へ返す。 

 

 

3 閉会 

 

【事務局】 

○事務局による、閉会のあいさつ。 

 

 

―議事終了― 


